
 

 

制定 平成 26年３月１日 

 

東住吉区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議小会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は東住吉区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議

（以下、「対策会議」という。）の下に設置する実務担当者で組織する小会議の組織及び運

営について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（設置） 

第２条 対策会議の下に東住吉区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策

会議小会議（以下、「小会議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第３条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 対策会議における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること 

（２） 対策会議における事案の速やかな処理のための連絡調整に関すること 

（３） 前各号に掲げるもののほか、対策会議が小会議において検討することが必要と認める

事項の協議に関すること 

 

（組織） 

第４条 小会議は、座長及び構成員で組織する。 

２ 座長は東住吉区副区長（以下、「副区長」という。）をもって充てる。 

３ 小会議の構成員は、別表に掲げる関係機関等の担当者とする。 

４ 座長は、事案に応じて必要な関係者を構成員とすることができる。 

 

（会議の開催） 

第５条 小会議は、事案ごとに座長が招集して開催する。 

 

（守秘義務） 

第６条 構成員は、正当な理由なく、小会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。ま

た、その任を退いた後も同様とする。 

 

（事務局） 

第７条 小会議に係る庶務は、東住吉区役所保健福祉課において処理する。 

 

（施行の細目） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、小会議の開催に関し必要な事項は、副区長が定める。 

 

附 則  この要綱は、平成 26年３月１日から施行する。 

附 則  この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則  この要綱は、平成 30年９月１日から施行する。 

  



 

 

別表 関係機関      

 

東住吉区役所 

東住吉区保健福祉センター 

環境局中部環境事業センター 

建設局平野工営所 

東住吉消防署 

東住吉区社会福祉協議会 見守り相談室 

 

 

 


